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歳入歳出補正予算

一般会計歳入予算の主な内訳

主な事業（一般会計）
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区　　分 補正前の額 今回補正額 補正後の額
一般会計 289億5,000万円 ▲1億2,000万円 288億3,000万円
特別会計 134億7,807万円 3,300万円 135億1,107万円
事業会計 76億8,224万円 ▲2億9,344万円 73億8,880万円
予算総計 501億1,031万円 ▲3億8,044万円 497億2,987万円

区　　　分 補　　正　　額
市 税 8,880万円
地 方 譲 与 税 1,100万円
県 税 交 付 金 1,340万円
地 方 交 付 税 1億円
交通安全対策交付金 ▲24万円
分担金及び負担金 749万円
使用料及び手数料 ▲1,083万円
国 庫 支 出 金 ▲789万円
県 支 出 金 ▲7,693万円
財 産 収 入 ▲1,985万円
寄 附 金 638万円
繰 入 金 ▲1億9,644万円
諸 収 入 3,911万円
市 債 ▲7,400万円
合　　　　計 ▲1億2,000万円

ＯＢＣ高島後援会活動奨励金
　４，２３０万円

　平成22年度にふるさと納税された
937万5千円（平成23年2月末現在）
のうち、「ＯＢＣ高島後援会の支援」と
して寄付意志を示されものについて、Ｏ
ＢＣ高島後援会活動奨励金として交付し
ます。

市民会館屋根改修事業
　１，６５１万円

　老朽化した屋根の改修を行います。
【住民生活に光をそそぐ交付金を活用】

文化芸術会館給水管改修事業
　４７４万円

　漏水している屋外給水管の改修を行
います。
【住民生活に光をそそぐ交付金を活用】

土に学ぶ里研修センター改修事業
　４，０００万円

　老朽化した合併浄化槽から農業集落
排水施設へ接続します。
【住民生活に光をそそぐ交付金を活用】

今津東コミセン音響設備改修事業
　１，１７８万円

　老朽化した舞台音響設備の改修を行
います。
 【住民生活に光をそそぐ交付金を活用】

介護施設整備補助事業
　２，０２０万円

　県整備補助金の増額に伴い、小規模
特別養護老人ホーム整備や認知症高齢
者グループホーム整備補助への助成金
を追加します。

３
月
補
正
予
算
の
概
要

“びわ湖源流の郷たかしま”
「農産ブランド認証制度」
を開始します

　認証品に表示する認証
マークを募集したところ、
1月17日から2月28日
までの期間に、全国から
199作品の応募をいただ
きました。「特産品認証制
度検討委員会」などによる
選考の結果、立志哲洋さん
（東京都）の作品に決定し
ました。

【デザインの意図】
　びわ湖と高島市の位
置を「た」のヘアスタ
イルをした生産者で表し、
“びわ湖源流の郷たかし
ま”の水と土で生産され
た農産物を抱え、安心・
安全をアピールしていま
す。

認証マーク決定
　“びわ湖源流の郷たかしま”の水と土で生産された安心・安全
な農産物や農産加工品を認証する、「高島市農産ブランド認証
制度」がスタートします。
　認証品を全国にＰＲすることで、販売促進や生産の拡大を図
り、皆さんの所得向上と地域産業の活性化に資することを目的
としています。
　５月から、この認証に関する申請の受付を開始しますので、
積極的にお申し込みください。

【対象と要件】
（1）高島市内で生産される農産物および農産加工品であること。
（2）加工品は、原材料の95％以上が認証農産物であること。
（3）環境や景観に配慮した取り組みがなされていること。
【３段階の認証ランク】
（1）農薬・化学肥料：不使用
（2）農薬・化学肥料：通常の５割以下
（3）農薬・化学肥料：適正使用
【申請方法】
　所定の申請書に必要事項を記入の上、農業振興課特産品振興室まで提出
してください。
　生産計画（栽培記録）のほか、加工品はサンプルが必要です。

【受付期間】
　収穫や販売予定日の３か月前までに提出ください。ただし、本年７月まで
に収穫・販売を予定されているものは、５月から随時受付を行います。（土日・
祝祭日を除く）

【認証の決定と有効期間】
（1）「高島市農産ブランド認証委員会」で審査し、決定します。
（2）有効期間は、農産物が１年、加工品が３年です。
【認証に係る費用】
（1）認証に係る費用は当分の間、無料です。
（2）認証マークの印刷、シールの作成費用は使用者の負担となります。
【認証の効果】
（1）認証マークの貼付により、安心・安全な特産品としてアピールができ、

販売促進が図れます。
（2）市などが主催する物産展やイベントにおいてＰＲ・推奨されます。
（3）市や関係団体の業務に認証商品が優先して使用されます。
（4）各種パンフレットやインターネットにより、県内外に広くＰＲされます。
【お問合せ先】
農業振興課　特産品振興室　f（２５）８５１１

紙ごみ減量標語応募作品 「すてちゃだめ　紙くずしっかり　リサイクル」　中川　知花（マキノ） 紙ごみ減量標語応募作品 「すてないで　紙はまだまだ　がんばれる」　藤田　菜那（新　旭）
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